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序章 計画の目的・概要 

(1) 計画策定の趣旨 

 本市では、平成２３（２０１１）年３月に「倉敷市住生活基本計画」を策定し、平成２８（２０１６）年４月の

改定を経て、市民の住生活の安定及び向上のための施策を、総合的かつ計画的に展開してきました。 

 計画期間が経過する中で、人口減少や少子高齢化の進行、平成３０年７月豪雨をはじめとした大規模

災害の発生や新型コロナウイルス感染症の感染拡大による生活様式の変容等、本市の住生活を取り巻

く環境は、大きく変化しているといえます。 

 また、国では令和３（２０２１）年３月に「住生活基本計画（全国計画）」が、岡山県では令和４（２０２２）

年３月に「岡山県住生活基本計画」が改定されています。これらを受け、本市においても、平成２８  

（２０１６）年３月の計画改定以降に生じた社会情勢の変化等に伴う新たな課題に対応するとともに、市

民の豊かな住生活の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するため、「倉敷市住生活基本計画」

の見直しを行います。 

(2) 計画の位置付け 

本計画は、倉敷市第七次総合計画を上位計画とし、市の現状や特性を踏まえた、本市の住宅行政の

指針となる行政計画です。 

また、本計画におけるマンションに関する部分については、「倉敷市マンション管理適正化推進計画」

を兼ねています。 

本計画の策定にあたっては、「住生活基本法」や「住生活基本計画（全国計画）」、岡山県の「岡山県住生活

基本計画」等を踏まえるとともに、「倉敷市第七次総合計画」や、その他関連計画との整合性を図ります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 計画期間 

本計画期間は、令和４（202２）年度から令和 1３（203１）年度までの 10年間とします。 

ただし、社会情勢の変化等に応じて、適宜必要な見直しを行うこととします。 
 

【 倉 敷 市 】 

［関連計画］ 
〇  

〇倉敷市立地適正化計画 

〇  

〇倉敷市営住宅等長寿命化計画 

〇倉敷市賃貸住宅供給促進計画 

〇倉敷市地域公共交通網形成計画 

〇倉敷市地域防災計画 

〇倉敷市耐震改修促進計画 

〇倉敷市空家等対策計画 

〇第２次倉敷市地域福祉計画 

〇  

〇第８期倉敷市高齢者保健福祉計画 

及び倉敷市介護保険事業計画 

〇倉敷市障がい者基本計画 

〇倉敷市障がい福祉計画 

〇クールくらしきアクションプラン

（倉敷市地球温暖化対策実行 

計画（区域施策編））  

〇倉敷市第三次環境基本計画  等 

 

【 国 】 

【 岡 山 県 】 
倉敷市 

住生活基本計画 

（R4～R13） 

計画に基づく住宅施策

の展開 

住生活基本計画 

（全国計画） 

岡山県 

住生活基本計画 

倉敷市第七次総合計画 

(第 2 期倉敷みらい創生戦略) 
住生活基本法 

第３次晴れの国 

おかやま生き活きプラン 


